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【Web資料Ⅲ—⑳  休職・復職に関する最高裁判決・裁判例】 

 

 

片山組事件・最 1 小判平成 10 年 4 月 9 日 

「労働者が職種や業務内容を限定せずに労働契約を締結した場合においては、現

に就業を命じられた特定の業務につ いて労務の提供が十全にはできないとしても、

その能力、経験、地位、当該企業の規模、業種、当該企業における労働者の配置・

異動の実情及び難易等に照らして当該労働者が配置される現実的可能性があると認

められる他の業務について労務の提供をすることができ、かつ、その提供を

申し出ているならば、なお債務の本旨に従った履行の提供があると解すのが

相当である」。 

「そのように解さないと、同一の企業における同様の労働契約を締結した労

働者の提供し得る労務の範囲に同様の身体的原因による制約が生じた場合に、そ

の能力、経験、地位等にかかわりなく、現に就業を命じられている業務によっ

て、労務の提供が債務の本旨に従ったものになるか否か、また、その結果、賃

金請求権を取得するか否かが左右されることになり、不合理である。」 

 

ＪＲ 東海事件・大阪地判平成 11 年 10 月 4 日 

「労働者が私傷病により休職となった以後に復職の意思を表示した場合、労働者

が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合においては、休職前の業

務について労務の提供が十全にはできないとしても、その能力、経験、地位、

使用者の規模や業種、その社員の配置や異動の実情、難易度を考慮して、配置換え

等により現実に配置可能な業務の有無を検討し、これがある場合には、当該労働者

に右配置可能な業務を指示すべきである。そして、当該労働者が復職後の職務を限

定せずに復職の意思を示している場合には、使用者から指示される右配置可能な業

務について労務の提供を申し出ているものというべきである。」   

「身体障害等によって、従前の業務に対する労務提供を十分にはできなくな

った場合に、他の業務においても健常者と同じ密度と速度の労務提供を要求す

れば労務提供が可能な業務はあり得なくなるのであって、雇用契約における信義

則からすれば、使用者はその企業の規模や社員の配置、異動の可能性、職務分担、

変更の可能性から能力に応じた職務を分担させる工夫をすべきであり、被告にお

いても、例えば重量物の取り扱いを除外したり、仕事量によっては複数の人員

を配置して共同して作業させ、また工具等の現実の搬出搬入は貸出を受ける者に担

当させるなどが考えられ、被告がこのような対応を取り得ない事情は窺えない。

そうであれば、少なくとも工具室における業務について原告を配置することは

可能であり、原告について可能な業務はないとする被告の右主張は採用できな

いところである。」 


